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209 高齢化社会と労働法 一 定年制の法解釈論と法政策論(矢野昌括)

矢

野

昌

括

高
齢
社
会
と
労
働
法
-

定
年
制
の
法
解
釈
論
と
法
政
策
論

Ⅰ

は
じ
め
に

1

高
年
齢
者
雇
用
法
制
に
お
け
る
二
つ
の
規
制
対
象

労
働
市
場
､
企
業
組
綴
'
労
働
法
の
三
者
関
係
は
相
互
規
定
性
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
の
な
か
で
'
労
働
力
人
口
構
成
の
高
齢
化
に
よ

る
企
業
の
人
事
制
度
の
見
直
し
と
労
働
法
の
改
編
は
､
労
働
市
場
に
起
因
す
る
企
業
組
栂
と
労
働
法
の
変
容
の
1
例
で
あ
る
｡
い
わ
ゆ

る
高
齢
社
会
の
到
来
に
対
し
て
'
日
本
の
労
働
法
は
二
種
類
の
対
応
を
論
じ
っ
つ
あ
る
｡

1
つ
は
'
定
年
制
を
主
た
る
対
象
と
す
る
内

部
労
働
市
場
規
制
で
あ
る
｡
も
う

一
つ
は
､
募
集

･
採
用
を
主
た
る
対
象
と
す
る
外
部
労
働
市
場
規
制
で
あ
る
｡

現
行
の
法
規
制
で
は
､
前
者
に
つ
い
て
は
'
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
よ
り
､
六
〇
歳
未
満
定
年
制
の
禁
止

(八
条
)
と
六
五
歳
ま

で
の
雇
用
継
続
努
力
義
務
の
履
行
を
促
進
す
る
規
定

(九
条
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
後
者
に
つ
い
て
は
'
法
形
式
上
は
高
年

齢
者
に
限
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
､
雇
用
対
策
法
に
よ
り
'
事
業
主
は
労
働
者
を
募
集

･
採
用
す
る
と
き
に
は
'
そ
の
年
齢
に
か
か

わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る

(七
粂
)｡

2

二
〇
〇
四
年
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正
の
主
た
る
内
容

二
〇
〇
四
年
六
月
に
成
立
し
た
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
は
'
こ
の
双
方
に
わ
た
っ
て
新
た
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
｡



210琉大法学 第 73号 (2005)

定
年
制
に
関
連
す
る
施
策
と
し
て
は
'
六
〇
歳
未
満
定
年
制
の
禁
止
を
維
持
す
る
と
と
も
に
'
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
継
続
に
関
す
る

努
力
義
務
規
定
が
強
行
規
定
と
な
り
'
事
業
主
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
雇
用
継
続
措
置
の
内
容
も
特
定
さ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
'
定
年

(六

五
歳
未
満
の
も
の
に
限
る
)
の
定
め
を
し
て
い
る
事
業
主
は
'
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
の
六
五
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す

る
た
め
'
当
該
年
齢
の
引
上
げ
'
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
､
ま
た
は
当
該
定
年
の
定
め
の
廃
止
の
い
ず
れ
か
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
た

(改
正
法
九
条

一
項
)｡

芽
集

･
採
用
に
つ
い
て
は
'
事
業
主
は
､
こ
れ
ら
を
行
う
場
合
に
お
い
て
'
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り

一
定
の
年
齢

(六
五
歳
以

下
の
も
の
に
限
る
)
を
下
回
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
き
は
'
求
職
者
に
対
し
'
当
畝
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

(改

正
法

一
八
条
の
二
第
一
項
)｡
こ
れ
は
'
雇
用
対
策
法
の
前
述
の
規
制
を
'
高
年
齢
者
の
募
集
･
採
用
に
関
し
て
実
質
的
に
強
化
す
る
も

の
と
い
え
る
｡

こ
れ
ら
の
改
正
内
容
の
う
ち
､
前
者
に
つ
い
て
は
'
二
〇
〇
六
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
｡
後
者
に
つ
い
て
は
'
公
布
の
日

(二

〇
〇
四
年
六
月

一
一
日
)
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
､
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
｡

3

深
層
の
設
定

こ
の
小
塙
で
は
'
高
年
齢
者
雇
用
を
め
ぐ
る
諸
岡
壕
の
う
ち
'
定
年
制
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
｡

定
年
制
に
関
す
る
議
論
の
流
れ
は
､
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
つ
は
定
年
制
の
法
解
釈
論
で
あ
り
'
秋
北
バ
ス
事
件

･
最

高
裁
大
法
廷
判
決

(昭
和
四
三
年

1
二
月
二
五
日
民
集
二
二
巻

二
二
号
三
四
五
九
貞
)
を
契
機
と
し
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
.
も
う

1

つ
は
走
年
制
の
法
政
策
論
で
あ
り
'
高
齢
社
会
の
到
来
を
背
忠
に
し
て
､

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
顕
著
と
な
っ
た
新
し
い
議
論
の
流
れ
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で
あ
る
｡
い
く
つ
か
の
関
連
法
制
の
再
編
が
す
で
に
行
わ
れ
'
今
回
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正
に
至
っ
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
､

一
方
で
は
'
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
に
引
き
上
げ
る
た
め
に
'

一
九
九
四
年
と
二
〇

〇
〇
年
に
年
金
法
制
の
改
革
が
行
わ
れ
た
｡
他
方
で
は
'
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が

一
九
八
六
年
に
制
定
さ
れ
'
定
年
年
齢
を
六
〇
歳

以
上
に
す
る
努
力
義
務
を
事
業
主
に
課
し
て
い
た
｡
同
法
は

一
九
九
四
年
に
年
金
法
制
の
改
革
と
あ
わ
せ
て
改
正
さ
れ
､
前
述
の
よ
う

な
六
〇
歳
未
満
定
年
制
の
禁
止
な
ど
を
新
設
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
う
え
に
今
年
の
法
改
正
が
行
わ
れ
た
｡

今
日
で
は
､
定
年
制
の
法
解
釈
論
で
は
'
そ
の
前
提
条
件
が
経
済
的
社
会
的
環
境
の
転
換
に
よ
り
変
容
し
っ
つ
あ
る
こ
と
が
明
確
に

組
曲
さ
れ
'
定
年
制
の
法
政
策
論
で
は
､
年
齢
を
基
準
と
す
る
人
員
管
理
に
支
え
ら
れ
た
雇
用
恨
行
の
見
直
し
が
授
案
さ
れ
る
ま
で
に

至
っ
て
い
る
｡
以
下
'
順
次
'
生
理

･
検
討
し
て
み
た
い
｡

Ⅱ

定
年
制
の
法
解
釈
論

211

-

定
年
制
の
法
的
性
質

定
年
制
に
関
す
る
法
解
釈
と
し
て
は
､
定
年
制
に
関
す
る
規
定

･
約
定
ど
の
よ
う
に
性
質
決
定
す
る
か
'
そ
れ
と
の
関
連
で
定
年
制

が
有
効
か
否
か
な
ど
が
論
点
と
さ
れ
て
き
た

(森
戸
英
幸

｢労
働
契
約
の
終
了

(2
)｣
季
労

一
七
三
号

二

九
九
五
年
)

一〇
五
貞
以

下
参
照
)｡

前
者
の
論
点
に
つ
い
て
は
､
解
雇
と
異
な
る
労
働
契
約
の
終
了
事
由
と
し
て
定
年
制
を
解
す
る
か
否
か
で
学
説
は
分
か
れ
る
｡
す
な

わ
ち
'
定
年
制
に
関
す
る
就
業
規
則
の
規
定
は
解
雇
事
由

･
基
準
を
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
と
'
規
定
内
容
に
よ
っ
て
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は
解
雇
事
由
を
定
め
た

(定
年
解
雇
制
)
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
､
定
年
年
齢
に
到
達
し
た
と
き
に
労
働
契
約
が
当
然
に
終
了
す
る

こ
と
を
定
め
た

(定
年
退
職
制
)
と

一
般
的
に
は
解
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ

る
｡

後
者
の
見
解
で
は
､
定
年
退
職
制
は
労
働
契
約
に
期
間
を
定
め
る
も
の
で
は

な
く
､
期
限
で
あ
る
終
期
を
付
す
も
の
と
し
て
構
成
さ

れ
る
｡
判
例
で
は
'
定
年
解
雇
制
と
定
年
退
職
制
が
区
別
さ
れ
る
が

(秋
北
パ
ス
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決

･
前
掲
､
ア
ー
ル
･
エ
フ
･

ラ
ジ
オ
日
本
事
件

･
東
京
高
判
平
成
八
年
八
月
二
六
日
労
民
四
七
巻
四
号
三
七
八
東
)
'
後
者
の
法
的
構
成
自
体
は
正
面
か
ら
扱
わ
れ
な

い
傾
向
に
あ
る
｡
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2

定
年
制
の
法
的
有
効
性

定
年
制
と
い
う
制
度
の
設
定
と
､

一
定
年
齢
到
達
を
理
由
と
す
る
個
別
の
契
約
終
了
と
は
'
有
効
性
を
区
別
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で

き
る
｡
し
か
し
'
就
業
規
則
に
よ
る
定
年
の
定
め
が
実
際
に
は
問
題
と
さ
れ
て
き
た
た
め

(労
基
法
八
九
条
三
号
参
照
)､
制
度
と
し
て

の
有
効
性
に
議
論
は
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
､
秋
北
バ
ス
事
件

･
最
高
裁
大
法
廷
判
決

(前
掲
)
は
､
傍
論
で
は
あ
る
が
､
｢お
よ
そ
停
年
制
は
'
･･･
1
般
的
に

い
っ
て
､
不
合
理
な
制
度
と
は
い
う
こ
と
は
で
き
ず
｣
と
し
た
｡
｢
一
般
に
､
老
年
労
働
者
に
あ
つ
て
は
当
該
業
種
又
は
職
種
に
要
求
さ

れ
る
労
働
の
適
格
性
が
逓
減
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
､
給
与
が
却
っ
て
逓
増
す
る
と
こ
ろ
か
ら
､
人
事
の
刷
新

･
経
営
の
改
善
等
-
の
た

め
に
行
わ
れ
る
も
の
｣
で
あ
る
こ
と
が
'
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
｡

下
級
審
の
裁
判
例
は
数
が
少
な
い
が
'

一
般
的
に
は
こ
れ
が
先
例
と
さ
れ
'
定
年
制
が
有
効
で
あ
る
に
は
合
理
性
を
要
す
る
と
解
さ

れ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
同
判
決
の
挙
げ
た
理
由
を
使
用
者
側
か
ら
の
合
理
性
で
あ
る
と
し
て

(山
口
県
下
関
商
業
高
校
事
件

･
山
口
地

裁
下
関
支
判
昭
和
四
九
年
九
月
二
八
日
労
旬
八
七
三
号
六
〇
貞

(た
だ
し
､
傍
論
))､
他
の
事
情
か
ら
も
合
理
性
を
相
拠
づ
け
る
傾
向
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が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
裁
判
例
も
結
論
と
し
て
は
合
理
性
を
認
め
て
い
る
が
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
合
理
性
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
は
、
四
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
生
存
権
・
労
働
権
保
障
の
観
点
で
あ
る
。
「
停
年
制
は
…
労
働
者
に
と
っ
て
は
実
質
上
…
解
雇
と
全
く
異
な
ら
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
解
雇
権
の
乱
用
が
許
さ
れ
な
い
の
と
同
様
、
…
社
会
通
念
上
是
認
し
得
る
合
理
的
な
理
由
」
が
必
要
で
あ
り
、
「
か
よ
う
に
解

し
な
け
れ
ば
、
…
生
存
権
や
労
働
権
は
全
く
有
名
無
実
に
帰
す
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
立
論
で
あ
る
（
秋
北
パ
ス
事
件
・
最
高
裁
大
法

廷
判
決
（
前
掲
）
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
朝
日
新
聞
社
事
件
・
大
阪
地
判
昭
和
三
六
年
七
月
一
日
労
民
一
二
巻
四
号
六
一
七
頁
）
。

第
二
は
、
平
等
原
則
の
観
点
で
あ
る
。
年
齢
に
基
づ
く
区
別
が
合
理
性
を
欠
く
場
合
に
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
（
公
序
違
反

に
該
当
）
す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
裁
判
例
で
は
、
定
年
制
は
労
働
者
に
「
機
械
的
か
つ
一
律
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
…

形
式
的
平
等
は
満
た
さ
れ
て
い
る
」
、
「
実
質
的
に
考
え
て
み
て
も
…
労
働
者
の
側
か
ら
み
て
も
…
定
年
制
が
存
す
る
が
故
に
、
そ
の
身

分
保
障
が
図
ら
れ
…
、
ま
た
、
若
年
労
働
者
に
雇
用
や
昇
進
の
機
会
を
開
く
と
い
う
面
」
も
あ
る
と
し
て
、
定
年
制
の
合
理
性
が
肯
定

さ
れ
て
い
る
（
ア
ー
ル
・
エ
フ
・
ラ
ジ
オ
日
本
事
件
・
東
京
高
判
（
前
掲
）
、
同
旨
、
東
京
大
学
事
件
・
東
京
地
判
平
成
九
年
四
月
一
四

日
判
時
一
六
一
七
号
一
四
○
頁
）
。

第
三
は
、
公
序
良
俗
違
反
等
の
判
断
基
準
で
あ
る
社
会
的
相
当
性
の
観
点
で
あ
る
。
「
定
年
制
度
の
合
理
性
は
、
…
企
業
経
営
上
必
要

と
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
…
当
該
定
年
年
齢
、
社
会
に
お
け
る
労
働
人
口
、
企
業
経
営
を

と
り
ま
く
諸
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
」
と
の
判
断
枠
組
み
を
示
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（
ア
ー
ル
・
エ
フ
。
ラ
ジ
オ
日
本
事

件
・
東
京
高
判
（
前
掲
）
、
ア
ー
ル
・
エ
フ
・
ラ
ジ
オ
日
本
事
件
・
東
京
地
裁
判
決
平
成
一
二
年
七
月
一
三
日
労
判
七
九
○
号
一
五
頁
で

は
、
第
二
の
観
点
か
ら
の
判
断
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
が
、
実
際
に
行
わ
れ
た
の
は
第
三
の
観
点
か
ら
の
審
査
で
あ
っ
た
）
。
こ
れ
は
、
高

年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
六
○
歳
以
上
定
年
制
を
努
力
義
務
と
し
て
い
た
と
き
の
事
案
に
つ
い
て
、
当
該
努
力
義
務
を
前
提
に
採
用
さ
れ
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た
手
法
で
あ
る
｡

最
後
に
'
定
年
年
齢
が
就
業
規
則
に
新
設
さ
れ
た
事
案
で
､
定
年
制
に
つ
い
て
は
不
合
理
な
制
度
で
は
な
い
と
言
う
に
と
ど
め
て
､
そ

の
具
体
的
な
審
査
は
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
論
の
な
か
で
処
理
す
る
裁
判
例
が
あ
る

(秋
北
パ
ス
事
件

･
最
高
裁
大
法
廷
判
決

(前

掲
)'
フ
ジ
タ
工
業
事
件

･
名
古
屋
地
判
平
成
二
年
七
月

一
〇
日
労
判
五
六
九
号
五
五
頁
'
角
産
事
件

･
東
京
高
判
平
成

一
二
年
八
月
二

三
日
制
時

1
七
三
〇
号

1
五
二
百
)｡

学
説
で
は
'
定
年
退
職
制
を
認
め
る
見
解
か
ら
は
'
判
例
と
同
様
に
定
年
制
の
有
効
性
･
合
理
性
が
主
張
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､

定
年
を
解
雇
事
由
･
基
準
と
す
る
見
解
か
ら
は
､
定
年
制
は

7
定
年
齢
へ
の
到
達
を
理
由
に
解
雇
を
行
う
も
の
で
あ
る
点
で
､
労
働
権

保
障

･
生
存
権
保
障

･
年
齢
差
別
禁
止
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
る

(島
田
信
義

｢定
年
制

｢合
理
化
｣
論
の
法
的
批
判
｣
季
労

八
六
号

(
一
九
七
二
年
)
六
八
頁
以
下
)｡

後
者
の
見
解
は
公
序
良
俗
違
反
を
直
接
的
な
根
拠
と
す
る
点
で
'
定
年
退
職
制
を
認
め
た
と
し
て
も
そ
の
無
効
を
導
き
う
る
も
の
で

あ
っ
た

(こ
れ
と
同
じ
理
論
的
系
譜
の
な
か
で
は
､
定
年
年
齢
が
年
金
受
給
年
齢
と
接
合
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
定
年
制
を
有
効
と

す
る
見
解
も
あ
る
｡
し
か
し
'
公
的
年
金

(現
在
で
は
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
)
の
支
給
開
始
年
齢
が
両
性
間
で
異
な
る
場
合
に

は
'
性
差
別
定
年
制
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
る
｡
荒
木
誠
之

｢定
年
制
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
｣
法
政
研
究
三
八
巻
二
･
四
号

二

九
七

二
年
)
三
六

一
武
以
下
参
照
｡
)｡
高
年
齢
者
屈
用
安
定
法
制
定
後
の
雇
用
政
策
は
'
定
年
制
の
有
効
性

･
合
理
性
に
関
す
る
見
解
の
対

立
に
事
実
上
の
収
束
を
も
た
ら
し
た
か
に
み
え
る
｡
し
か
し
'
定
年
制
無
効
論
の
実
質
的
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
た
理
念
･概
念
は
､
定

年
制
の
法
政
策
論
に
お
い
て
あ
ら
た
な
光
を
あ
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡

ま
た
'
定
年
制
を
有
効
と
す
る
学
説
か
ら
も
'
近
年
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
変
動
を
背
東
に
､
定
年
制
の
慣
用
終
了
機
能
の
前
糎
に
は

長
期
雇
用
慣
行
の
雇
用
保
障
機
能
と
年
功
処
遇
機
能
が
あ
り
'
こ
れ
ら
が
弱
体
化
し
た
場
合
に
は
定
年
制
は
合
理
性
を
失
う
こ
と
が
持
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摘
さ
れ
て
い
る
（
菅
野
和
夫
「
労
働
法
・
第
六
版
」
（
弘
文
堂
・
二
○
○
三
年
）
四
四
四
頁
、
同
「
新
。
雇
用
社
会
の
法
・
補
訂
版
」
（
有

斐
閣
・
’
一
○
○
四
年
）
六
一
一
頁
以
下
・
九
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
定
年
制
と
い
う
制
度
の
維
持
が
、
中
高
年
者
と
若
年
者
、
正
規
従

業
員
と
非
正
規
従
業
員
と
の
間
で
、
雇
用
の
機
会
・
安
定
を
め
ぐ
る
利
害
対
立
を
深
刻
化
す
る
こ
と
も
今
後
は
さ
ら
に
危
倶
さ
れ
る
。
）
。

３
そ
の
他
の
論
点

（
１
）
労
基
法
一
九
条
．
二
○
条
と
の
関
係
こ
れ
ら
の
規
定
は
定
年
制
に
適
用
さ
れ
る
か
。
こ
れ
も
定
年
制
の
法
的
性
質
決
定
に

係
わ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
解
釈
と
学
説
は
、
各
規
定
の
趣
旨
や
当
該
定
年
制
の
実
態
に
即
し
た
判
断
基
準
を
提
示
し
て
い

る
。
定
年
後
に
再
雇
用
・
勤
務
延
長
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
（
こ
の
点
に
関
す
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
、
菅
野
・
前
掲
書
四
四

四
頁
以
下
参
照
）
、
そ
の
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
（
労
働
省
労
働
基
準
局
「
労
働
基
準
法
（
上
）
・
改
訂
新
版
」
（
労
務
行

政
研
究
所
・
二
○
○
○
年
）
二
四
二
頁
、
森
戸
・
前
掲
論
文
一
一
○
頁
以
下
参
照
）
。

（
２
）
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
八
条
の
射
程
ま
ず
、
同
条
は
強
行
的
効
力
を
有
す
る
が
、
さ
ら
に
直
律
的
効
力
を
認
め
る
べ
き
か

で
見
解
は
分
か
れ
る
。
新
た
な
定
年
の
定
め
は
原
則
と
し
て
労
使
間
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
有
期
労
働
契

約
を
一
定
年
齢
到
達
後
は
更
新
し
な
い
と
の
取
扱
い
に
は
、
同
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
（
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編

『
注
釈
労
働
基
準
法
・
上
巻
』
（
有
斐
閣
・
二
○
○
三
年
）
三
四
四
頁
以
下
（
森
戸
執
筆
）
参
照
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
定
年
制
を
通
じ
た
雇

用
保
障
が
、
労
働
市
場
の
階
層
構
造
の
強
化
に
繋
が
る
の
を
抑
制
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
３
）
差
別
定
年
制
等
男
女
別
定
年
制
は
公
序
良
俗
に
反
し
、
均
等
法
八
条
に
違
反
す
る
。
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給

開
始
年
齢
が
男
女
で
現
在
異
な
る
こ
と
は
、
男
女
別
定
年
制
の
正
当
化
理
由
と
な
ら
な
い
。
職
種
別
定
年
制
は
定
年
年
齢
が
六
○
歳
以

上
で
あ
る
限
り
、
判
例
の
立
場
か
ら
は
合
理
性
の
問
題
と
な
る
。
役
職
定
年
制
は
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
定
年
制
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で
は
な
い
｡
職
種
別
定
年
制
も
役
職
定
年
制
も
､
年
齢
差
別
の
観
点
か
ら
今
後
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う

(同
上
)｡

Ⅲ

定
年
制
の
法
政
策
論

琉大法学 第 73号(2005)

-

六
五
歳
現
役
社
会
と
生
涯
現
役
社
会

(エ
ー
ジ
レ
ス
社
会
)

高
齢
社
会
に
お
け
る
高
年
齢
者
就
労
は
'
所
得
保
障

･
人
的
黄
源
活
用

･
年
金
財
政
確
保
と
い
っ
た
政
策
的
理
由
か
ら
促
進
さ
れ
て

い
る
｡
と
こ
ろ
で
'
い
わ
ゆ
る
部
分
年
金
の
制
度
を
導
入
し
た

一
九
九
四
年
の
年
金
法
改
正
と
､
そ
れ
を
廃
止
し
た
二
〇
〇
〇
年
の
同

改
正
で
は
､
六
〇
歳
代
前
半
層
に
対
す
る
所
得
保
障
の
構
想
が
異
な
る
｡
前
者
で
は
部
分
年
金
と
賃
金
収
入
の
組
合
せ

(な
だ
ら
か
な

引
退
)
が
'
後
者
で
は
賃
金
収
入
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る

(岩
村
正
彦

｢職
業
生
活
か
ら
の
引
退
｣
岩
波
紙
座
現
代
の
法

(_
)
(
1

九
九
八
年
)
三
三
九
頁
以
下
参
照
)｡
こ
れ
と
連
動
し
て
雇
用
政
策
上
の
定
年
制
の
位
置
づ
け
に
揺
ら
ぎ
が
み
ら
れ
る
｡

一
九
九
〇
年
代
に
相
次
い
で
公
表
さ
れ
た
政
策
文
書

(六
五
歳
雇
用
シ
ス
テ
ム
研
究
会

｢｢六
五
歳
現
役
雇
用
シ
ス
テ
ム
｣
の
構
築
に

向
け
て
-

来
る
べ
き
超
高
齢
社
会
へ
の
授
言
｣
二

九
九
三
年
)'
六
五
歳
現
役
社
会
研
究
会

｢｢六
五
歳
現
役
社
会
｣
の
政
策
ビ
ジ
ョ

ン
ー

構
築
の
た
め
の
シ
ナ
リ
オ
と
課
題
｣
二

九
九
七
年
)'
六
五
歳
現
役
社
会
政
策
ピ
ジ
ョ
ン
研
究
会

｢高
齢
者
が
参
加
す
る
経
済

社
会
と
そ
れ
に
対
応
し
た
労
働
市
場
の
展
望
と
課
題
-

活
力
あ
る
高
齢
化

(ア
ク
テ
ィ
ブ

･
エ
ー
ジ
ン
グ
)
の
実
現
を
目
指
し
て
｣

(
一
九
九
九
年
))
に
は
'
二
つ
の
構
想
が
併
存
す
る
｡

一
つ
は
､
定
年
制
の
存
続
を
前
接
に
す
る

｢六
五
歳
現
役
社
会
｣
構
想
で
あ
り
､

六
〇
歳
定
年
制
と
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
の
組
合
せ
'
あ
る
い
は
六
五
歳
定
年
制
と
い
う
選
択
肢
か
ら
な
る
｡
も
う

一
つ
は
'
定
年

制
の
廃
止
を
提
起
す
る

｢生
涯
現
役
社
会
｣
構
想
で
あ
り
'
年
齢
差
別
禁
止
の
法
制
化
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
｡
定
年
制
禁
止
の
法
制
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化
を
こ
れ
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る

(清
家
集
編

『生
涯
現
役
時
代
の
雇
用
政
策
』
(日
本
評
論
社

二

一〇
〇
一
年
)

一
二
七
頁

(森
戸
執
筆
)
参
照
)｡

生
存
権
保
障
の
観
点
か
ら
は
い
ず
れ
の
選
択
肢
も
演
揮
可
能
で
あ
ろ
う
｡
自
己
決
定
権
の
観
点
か
ら
は
後
者
の
構
想
が
､
さ
ら
に
労

働
権
保
障
の
観
点
か
ら
は
定
年
制
禁
止
が
よ
り
直
接
的
に
は
正
当
化
さ
れ
う
る
と
解
さ
れ
る
｡
年
齢
差
別
禁
止
に
つ
い
て
は
､
募
典

･

採
用
時
の
年
齢
制
限
廃
止
'
貸
金

･
人
事
に
お
け
る
年
功
処
遇

･
年
齢
基
準
の
見
直
し
'
外
部
労
働
市
場
の
機
能
強
化
に
ま
で
射
程
は

及
ぶ
た
め
'
法
制
化
の
前
提
条
件
が
多
面
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る

(雇
用
に
お
け
る
年
齢
差
別
禁
止
に
関
す
る
研
究
会
中
間
報
告

(二

〇
〇
〇
年
)
参
照
｡
た
だ
し
､
今
回
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
､
今
後
の
高
年
齢
者
雇
用
対
策
に

関
す
る
研
究
会

｢今
後
の
高
年
齢
者
雇
用
対
策
に
つ
い
て
-
雇
用
と
年
金
と
の
接
続
を
目
指
し
て
｣
(二
〇
〇
三
年
)
で
は
､
｢現
時
点

に
お
い
て
､
全
般
的
な
年
齢
差
別
禁
止
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
は
'
我
が
国
の
実
情
に
即
し
た
対
応
と
し
て
は
適
当
で
は
な
い
｣
と

し
て
､
｢募
集
･
採
用
時
の
年
齢
制
限
に
つ
い
て
そ
の
是
正
を
図
っ
た
り
'
-
定
年
制
を
活
用
し
っ
つ
高
齢
者
の
雇
用
機
会
の
確
保
を
図

る
な
ど
'
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
と
ら
え
､
政
策
目
的
に
応
じ
て
そ
の
是
正
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
､
意
欲
と
能
力
の
あ
る
限
り

年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
近
づ
け
て
い
く
方
が
､
現
実
的
か
つ
効
果
的
で
あ
る
｣
と
の
立
場

が
示
さ
れ
た
｡
)｡

こ
の
よ
う
な
経
線
か
ら
す
る
と
'
二
〇
〇
四
年
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
内
容
は
'
い
ず
れ
の
選
択
肢
に
基
づ
い
て
人
事
制

度
を
改
編
す
る
か
を
'
各
企
業
の
事
業
主
に
委
ね
た
こ
と
に
な
る

(な
お
'
改
正
法
は
､
事
業
主
が
､
従
業
員
過
半
数
代
表
と
の
協
定

に
よ
り
'
雇
用
継
続
措
置
の
適
用
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
認
め
た

(改
正
法
九
条
二
項
)｡
さ
ら
に
'
当
該
改

正
内
容
の
施
行
後
三
年
を
経
過
す
る
日
以
後
の
日
で
､
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
'
事
業
主
は
'
こ
の
よ
う
な
協
定
に
関
す
る
協
議

が
調
わ
な
い
場
合
に
は
'
就
業
規
則
で
こ
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た

(改
正
法
附
則
五
条

一
項
)
｡
こ
れ
ら
の
措
置
の
問
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題
点
に
つ
い
て
は
'
損
口
桂

1
郎

｢高
齢
者
雇
用
政
策
に
お
け
る
内
部
労
働
市
場
と
外
部
労
働
市
場
｣
季
労
二
〇
四
号

1
七
六
頁
以
下

参
照
)｡

琉大法学 第 73号 (2005)

2

労
働
条
件
変
更
規
制

･
解
雇
規
制
と
の
関
係

労
働
者
の
怠
業
を
防
ぎ
生
産
性
を
引
き
出
す
た
め
に
､
右
肩
上
が
り
の
賃
金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
､
貸
金
総
額

と
労
働
者
に
よ
る
企
業
責
献
の
総
最
と
の
均
衡
点
が
､
癖
適
離
職
年
齢
と
な
る
｡
こ
れ
が

1
律
定
年
制
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の

は
'
取
引
費
用
の
節
約
の
た
め
で
あ
る
｡

し
か
し
､
定
年
延
長
や
継
続
雇
用
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
'
企
業
は
労
働
者
を
最
適
離
職
年
齢
で
退
職
さ
せ
る
よ
う
に
貸
金

･
人

事
制
度
を
設
計
し
直
す

(定
年
延
長
等
に
関
す
る
法
的
施
策
が
'
企
業
に
よ
る
人
事
管
理
施
策
の
た
め
に
'
退
職
年
齢

･
離
職
年
齢
の

引
き
上
げ
に
直
結
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
猪
木
武
徳

｢労
働
法
制
と
労
働
市
場
｣
日
労
研
四
六
三
号

(
一
九
九
九
年
)
二

五
頁
以
下
､
晴
家
編
･
前
掲
番

(奥
西
好
夫
執
畢
)
四
四
頁
以
下
参
照
｡
定
年
制
の
空
洞
化
､
退
職
時
期
の
柔
軟
化
と
呼
ば
れ
る
現
負

で
あ
る
｡
)｡
定
年
制
廃
止
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
'
動
機
づ
け
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
新
し
い
制
度

(成
果
主
義
な
ど
)
の
導
入
'
賃

金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
の
フ
ラ
ッ
ト
化
が
加
速
さ
れ
る
｡

い
ず
れ
の
場
合
で
も
'
賃
金

･
人
事
管
理
の
個
別
化
と
と
も
に
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
問
樋
が
生
じ
る
の
で
'
こ
れ
を
適
切
に
解

決
す
る
た
め
の
法
的
レ
ジ
ー
ム
の
確
立
が
併
せ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る

(酒
家
編

･
前
掲
香

(奥
西
好
夫
執
筆
)
四
〇
頁
以
下
参
照
)
｡

ま
た
'
定
年
制
を
廃
止
す
る
こ
と
は
解
雇
規
制
の
緩
和
を
導
く
か
と
い
う
問
題
が
授
起
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
は
､
定

年
制
に
よ
る
雇
用
終
了
を
前
提
に
し
て
定
年
ま
で
の
雇
用
保
障
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
'
定
年
制
と
い
う
人
員
管
理
の
手
段
を
企

業
が
失
う
場
合
に
は
､
そ
の
代
俄
と
し
て
解
雇
規
制
の
緩
和
が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
｡
定
年
制
禁
止
の
下
で
の
個
別
的
な
契
約
解
約
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手
段
'
あ
る
い
は
年
齢
差
別
禁
止
に
対
す
る
例
外
的
措
置
を
ど
の
よ
う
に
法
的
に
整
備
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
'
さ
ら
に
憤
重

な
検
討
を
要
す
る

(棲
庭

(中
村
)
涼
子

｢諸
外
国
に
お
け
る
年
齢
差
別
へ
の
取
組
み
｣
労
研
五
二
一
号

(二
〇
〇
三
年
)
三
一
頁
以

下
参
照
)｡

3

高
年
齢
者
雇
用
の
多
様
な
形
態
と
そ
の
法
的
保
護

二
〇
〇
四
年
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
は
､
同
年

一
月
の
労
働
政
策
審
議
会
の

｢今
後
の
高
齢
者
雇
用
対
策
に
つ
い
て
｣
と

い
う
建
議
を
も
と
に
し
て
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
建
議
で
は
'
短
期
雇
用
'
派
過
､
請
負
､
起
業
'
ヴ
オ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
､
さ

ま
ざ
ま
な
就
業
形
態
に
よ
る
就
業
機
会
の
確
保
を
授
言
し
て
い
る
｡
そ
の
際
に
は
'
所
得
保
障
は
も
と
よ
り
'
労
災
補
償
や
教
育
訓
練

な
ど
を
含
め
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
構
築
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う

(演
口
･
前
掲
論
文

一
七
八
日
参
照
)｡

Ⅳ

お
わ
り
に
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以
上
の
よ
う
な
定
年
制
を
め
ぐ
る
近
年
の
理
論
動
向
は
､
請
負

･
委
任
労
働
や
さ
ら
に
は
ヴ
オ
ラ
ン
テ
ィ
ア
労
働
な
ど
を
包
含
し
た

広
い
意
味
で
の
労
働
市
場
を
前
提
に
し
て
'
そ
の
内
部
に
お
け
る
異
な
る
就
業
形
態
間
の
相
互
架
構
'
お
よ
び
こ
の
よ
う
な
労
働
市
場

と
年
金
と
の
相
互
架
橋
を
組
み
込
ん
だ

｢移
行
労
働
市
場
｣
(TTan
SitionalL
aborM
arket)
を
'
日
本
で
実
現
す
る
た
め
の
一
つ
の
契
機

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

(移
行
労
働
市
場
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
'
ギ
ユ
ン
タ
-
･
シ
ュ
ミ
ッ
ト

｢労
働

の
未
来
｣
季
労

一
九
四
号

(二
〇
〇
〇
年
)
二
九
頁
以
下
参
照
)｡
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五
年
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五
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者
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齢
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